
 

津市広域避難計画 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年３月 

津    市 



目   次 

 

Ⅰ 計画の目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

Ⅱ 計画の位置づけ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

Ⅲ 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

Ⅳ 計画の修正 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 

Ⅴ 広域避難体制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

１ 対象とする災害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

２ 広域避難対象地域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 

３ 広域避難対象者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

４ 広域避難対象地域の居住者等の広域避難施設・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

⑴  第一広域避難施設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 

⑵  第二広域避難施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 

⑶  第三広域避難施設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 

⑷  広域避難施設の補完施設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 

⑸  自動車避難施設、自動車避難協力施設 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 

５ 広域避難施設の運用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  9 

⑴  広域避難施設の開設・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  9 

⑵  広域避難方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  9 

⑶  移送体制と移送時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  9 

⑷  広域避難におけるタイムライン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10 

Ⅵ 参考資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Ⅰ 計画の目的                           
 

本市の津波災害対策における広域避難については、「津市地域防災計画」に定めており、

令和２年３月には「津市広域避難方針」を策定し、広域な面積を有する本市の地域特性を

活かした広域避難の基本的な考え方を整理したところである。 

このような中、本計画は、多くの沿岸部の居住者や滞在者が、津波から逃れるために高

台にある避難所へ避難を行う際、目指すべき避難所（場所）や避難の手段、また避難者の

殺到により収容しきれない避難者の円滑な他避難所への移送に関することなど本市におけ

る広域避難の基本的な考え方を定めた「津市広域避難方針」に基づき、本市において広域

避難を実施するにあたり、「津市広域避難計画」として、津波時における広域避難で活用す

る避難施設や、広域避難者の移送体制の確保等、広域避難に係る具体的な対策を定め、「い

つ、誰が何をするのか」について整理することで、円滑な広域避難の実施を図ることを目

的とする。 

 

Ⅱ 計画の位置づけ                           

 

本計画は、津市地域防災計画に定める南海トラフを震源とする地震による津波災害対策

に位置づけるものとする。 

 

津市地域防災計画〔震災対策編・津波対策編〕 

  

津市広域避難方針 

  

津市広域避難計画 

 

Ⅲ 用語の定義                           

 

本計画では「津市広域避難方針」で定める避難施設等を以下のとおりとする。 

津市広域避難方針 津市広域避難計画 

１次避難施設 第一広域避難施設 

２次避難施設 第二広域避難施設 

２次避難施設より更に西の指定避難所 第三広域避難施設 

自動車避難先 自動車避難施設及び自動車避難協力施設 

 
Ⅳ 計画の修正                            

 

本計画は、津市地域防災計画の修正に併せ毎年検討を実施し、必要があるときは修正を

行うものとする。 
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Ⅴ 広域避難体制                           

１ 対象とする災害 

本計画で想定する災害は、本市における影響が最も大きく、極めて甚大な被害を及ぼ

すことが想定されている南海トラフを震源とする地震による津波とする。 

２ 広域避難対象地域 

三重県が平成２６年３月に公表した津波浸水予測図に基づく、津波浸水予測地域内に 

ある地区のうち、地区内の大部分が津波の浸水が予測されている地域を対象とし、おお 

むね４つの地域（北部、中北部、中南部、南部）に区分する。 

 

地域 地区 

北部 豊津、上野、白塚 

中北部 栗真、一身田、北立誠、南立誠、敬和、養正 

中南部 修成、育生、藤水 

南部 高茶屋、雲出、香良洲 

 ※河芸地域の千里ヶ丘地区、津地域の新町地区、神戸地区及び久居地域の桃園地区は地区 

内での避難が可能なため対象外とする。 

図１ 広域避難が必要な地域の４区分 
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３ 広域避難対象者            

原則として、広域避難対象地域の居住者等（緊急的に津波避難ビル等へ避難した者も 

含む。）とする。 
 

４ 広域避難対象地域の居住者等の広域避難施設 

南海トラフ地震により伊勢・三河湾津波予報区に大津波警報または津波警報が発表さ 

れた場合、広域避難対象地域内の居住者等が一斉に津波浸水予測地域外、指定避難所、 

或いは指定緊急避難場所等へ避難することが想定され、本計画において、津市地域防災 

計画で定める指定避難所のうち、広域避難対象地域別の拠点避難施設を第一広域避難施 

設とし、当該施設で収容しきれない避難者を移送して避難するための避難施設を第二広 

域避難施設（第一広域避難施設から概ね５キロ圏内）、さらに西側の避難施設を第三広域 

避難施設とする。 

 

⑴ 第一広域避難施設 

広域避難対象地域別の津波浸水予測地域外の高台に位置する移送体制の拠点避難施設

を第一広域避難施設とする。 
 

第一広域避難施設（８施設） 

地域 名称 所在地 収容人数 

北部 

河芸公民館 河芸町浜田 742 510人 

河芸体育館 河芸町浜田 774 680人 

中北部 三重県総合文化センター 一身田上津部田 1234 1,700人 

中南部 

津南防災コミュニティセンター 半田 3249-11 220人 

南が丘小学校 垂水 2538-1 1,710人 

南が丘中学校 垂水 2622-1 930人 

南部 
南郊中学校 高茶屋四丁目 44-1 1,610人 

高茶屋市民センター 高茶屋四丁目 37-59 250人 
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⑵ 第二広域避難施設 

第一広域避難施設が定数上収容できなくなった場合に、収容できなくなった沿岸部の 

居住者等を移送する避難施設を第二広域避難施設とする。 

なお、第二広域避難施設は、第一広域避難施設から西側へ５ｋｍ圏内の指定避難所を 

選定する。 

  

第二広域避難施設一覧（４３施設） 

名称 所在地 収容人数 

大里出張所 大里睦合町 1292-1 30人 

大里小学校 大里窪田町 1821 860人 

豊里中学校 大里睦合町 820-1 1,100人 

高田短期大学 一身田豊野 195 470人 

アストプラザ 羽所町 700 920人 

観音寺保育園 観音寺町 604-74 90人 

三重大学教育学部附属小学校 観音寺町 359 1,330人 

西が丘小学校 長岡町 800-437 1,640人 

安東小学校 納所町 245 770人 

安東出張所 納所町 249-6 20人 

中勢用水中央管理事務所 納所町 524 60人 

櫛形市民館 分部 262-1 50人 

櫛形出張所 分部 1192-1 20人 

櫛形小学校 分部 1211-1 1,170人 
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西郊中学校 一色町 219 1,400人 

片田出張所 片田井戸町 16-1 30人 

津市青少年野外活動センター体

育館 
神戸 1680-1 290人 

新町小学校 八町三丁目 3-1 1,230人 

学校法人セントヨゼフ女子学園

（第一体育館・第二体育館） 
半田 1330 620人 

南が丘会館 垂水 2882-1 160人 

南郊公民館（高茶屋出張所） 高茶屋三丁目 25-6 90人 

高茶屋小学校 高茶屋三丁目 1-1 1,940人 

三重県立津高等技術学校 高茶屋小森町 1176-2 210人 

久居体育館 久居野村町 877-1 870人 

立成小学校 久居野村町 560 1,370人 

成美小学校 久居新町 737 2,160人 

北口文化会館デイサービスセン

ター 
久居烏木町 464-4 15人 

久居東中学校 久居井戸山町 721-1 1,860人 

桃園小学校 新家町 1350 910人 

久居公民館 久居元町 2354 300人 

三重県立久居農林高等学校体育

館 
久居東鷹跡町 105 780人 

久居中学校 久居西鷹跡町 494 2,490人 
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三重県立久居高等学校体育館 戸木町 3569-1 520人 

誠之小学校 久居西鷹跡町 424 1,720人 

久居総合福祉会館 久居東鷹跡町 20-2 610人 

戸木小学校 戸木町 880 910人 

上野小学校 河芸町上野 2963 970人 

黒田小学校 河芸町北黒田 109-1 930人 

千里ヶ丘小学校 河芸町千里ヶ丘 13 1,070人 

村主小学校 安濃町連部 68 560人 

村主公民館 安濃町連部 69-1 80人 

安濃小学校 安濃町内多 451 620人 

安濃公民館 安濃町内多 3653 90人 

    

 

⑶ 第三広域避難施設 

第二広域避難施設が、施設の損壊や避難者の収容状況により、第一広域避難施設から

避難者の移送を行えなくなった場合、第二広域避難施設の更に西側の指定避難所を第三

広域避難施設として選定し、第一広域避難施設から避難者の移送を行うこととする。 

 

第三広域避難施設（７３施設） 

名称 所在地 備考 

第二広域避難施設から更に西側

の指定避難所 
市内 指定避難所 

 

 



7 

 

⑷ 広域避難施設の補完施設 

広域避難施設への避難者の収容が困難な場合は、他の市有施設の活用や市内の県有施

設、民間施設に協力要請を行うものとする。 

 

⑸ 自動車避難施設、自動車避難協力施設 

南海トラフ地震が発生し、伊勢・三河湾に大津波警報または津波警報が発表された場 

合は、原則、徒歩での避難を基本としているが、高齢者や障がい者などの避難行動要支 

援者やその支援者、または、小さな子どもがいる世帯等の中には、自動車で避難する者 

も想定される。 

自動車で避難する者は、避難先として、津波から逃れるため津波浸水予測地域外にあ 

る指定避難所や駐車スペースのある公園または公共施設などに集中することが考えられ 

るため、本市では、あらかじめ、発災時に直ちに自動車で避難が可能な施設等を自動車 

避難施設として選定し、自動車避難者を当該施設へ誘導し、避難者の安全確保に努める 

こととする。 

また、災害時応援協定を締結している民間事業者が所有する駐車場についても、発災 

後、自動車避難協力施設として利用が可能なところに誘導を行うこととする。 

 

自動車避難施設（２施設） 

名称 所在地 種別 

津市産業・スポーツセンター 北河路町 19-1 指定管理施設 

久居中央スポーツ公園駐車場 戸木町 5252 市有施設 

 

自動車避難協力施設（２７施設） 

名称 所在地 種別 

㈱東海美松園 あのつ台四丁目 2-5 民間施設 

関東化学㈱ 三重工場 あのつ台二丁目 1-1 民間施設 

㈱宝輪 津営業所 あのつ台五丁目 780-10 民間施設 

㈱三重電子計算センター あのつ台四丁目 8-6 民間施設 

三重ヤクルト販売㈱ あのつ台四丁目 6-2 民間施設 

㈱伊勢村田製作所 あのつ台二丁目 1-4 民間施設 

イセット㈱津北営業所 あのつ台四丁目 8-1 民間施設 

花王グループカスタマーマーケ

ティング㈱三重支店 
あのつ台四丁目 6-11 民間施設 
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三重斎藤㈱ あのつ台一丁目 8-3 民間施設 

佐藤ライト工業㈱あのつ台工場 あのつ台五丁目 1-1 民間施設 

㈱ＺＴＶ あのつ台四丁目 7-1 民間施設 

三甲ゴルフ倶楽部榊原温泉コー

ス（旧榊原温泉ゴルフ倶楽部） 
榊原町ソヤ谷 1538 民間施設 

青山高原カントリークラブ 稲葉町 3191 民間施設 

富士ＯＧＭエクセレントゴルフ

クラブ伊勢大鷲コース 
稲葉町 1497 民間施設 

榊原ゴルフ倶楽部 白山町三ケ野 1335 民間施設 

一志ゴルフ倶楽部 一志町大仰 2961 民間施設 

伊勢中川カントリークラブ 一志町井生 1743-2 民間施設 

富士ＯＧＭエクセレントゴルフ

クラブ一志温泉コース 
一志町波瀬長谷 581 民間施設 

COCOPA RESORT CLUB 白山ヴィ

レッジゴルフコース 
白山町川口 6262 民間施設 

COCOPA RESORT CLUB 三重白山

ゴルフコース 
白山町川口 4907 民間施設 

名松・ゴルフクラブ 一志町波瀬 5992-2 民間施設 

美杉ゴルフ倶楽部 美杉町下多気 3437-34 民間施設 

鈴鹿カンツリークラブ 芸濃町楠原 2417-1 民間施設 

フォレスト芸濃ゴルフクラブ 芸濃町林 2245 民間施設 

霞ゴルフクラブ 芸濃町椋本 4766 民間施設 

井村屋グループ株式会社 高茶屋七丁目 1-1 民間施設 

ゴルフフォーラムピコット 産品 540 民間施設 
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５ 広域避難施設の運用 

⑴ 広域避難施設の開設 

本市は、「津波対策編 第４章 第４節 津波避難対策」に準じて避難所の開設を行い、 

同時に広域避難における第一広域避難施設及び第二広域避難施設、自動車避難施設を開 

設し、災害応援協定締結施設、自動車避難協力施設等についても、災害応援協定等に基 

づき応援を要請する。 

また、施設の損壊や避難者の収容状況に応じて、段階的に第二広域避難施設より更に

西側の指定避難所を第三広域避難施設として開設する。 

 

 

⑵ 広域避難方法 

広域避難における避難施設への避難方法については、家屋の倒壊や落下物、渋滞、事 

故等による交通機能の麻痺により、円滑な避難が困難な状況であることが想定されるた 

め、原則として徒歩によるものとする。 

  ただし、避難行動要支援者やその支援者等の円滑な避難が困難な場合等は、自動車に 

よる避難もやむを得ないものとし、自動車避難施設へ誘導を行う。 

また、第一広域避難施設等に収容しきれない避難者を第二、第三広域避難施設等へ移 

送する手段については、バス等による移送を実施する。（ただし、避難行動要支援者やそ 

の支援者等の自動車による移送や、自ら徒歩により移動することも可能とする。） 

 

 

⑶ 移送体制と移送時期 

移送の時期については、津波における避難指示（Ｊ－ＡＬＥＲＴでの津波警報等の受 

信と連動して自動で行われる同報系防災行政無線及び防災情報配信システムの放送・配 

信）の発令後、概ね７２時間までの早期に開始することとし、１週間（１６８時間）以 

内にはすべての移送を完了できるよう第一広域避難施設へ公用バス等を配置する。さら 

に、移送頻度等により重点的な配置が必要となる広域避難施設には、三重県を通じて、 

公益社団法人三重県バス協会との応援協定に基づくバス等輸送車両提供の要請を行い配 

置するものとする。 
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⑷ 広域避難におけるタイムライン 

本計画における避難行動は、津市地域防災計画に定める津波避難対策に属し、大津波

警報、津波警報による避難情報の発表から、市民の混乱を回避し、迅速かつ的確な避難

誘導を図り、広域避難対象者を当該避難施設へ移送を完了するまでとする。 

 

広域避難におけるタイムラインのイメージ 
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Ⅵ 参考資料                             
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広域避難施設の移送イメージ 

 

 

 

 

 

収容人数 収容人数 収容人数 収容人数

510 1,700 220 1,610

680 1,710 250

930

歩 上野小学校 970 歩 西が丘小学校 1,640 歩 南が丘会館 160 歩 高茶屋小学校 1,940

歩 黒田小学校 930 歩 アストプラザ 920 バ
学校法人セントヨゼフ女子学園

（第一体育館・第二体育館） 620 歩 南郊公民館（高茶屋出張所） 90

バ 千里ヶ丘小学校 1,070 観音寺保育園 90 バ 成美小学校 2,160 歩 三重県立津高等技術学校 210

バ 豊里中学校 1,100
三重大学教育学部
附属小学校 1,330 誠之小学校 1,720 バ 久居東中学校 1,860

大里小学校 860 安東小学校 770 久居中学校 2,490 立成小学校 1,370

大里出張所 30 安東出張所 20
三重県立久居農林高等学校
体育館 780 久居体育館 870

バ 高田短期大学 470 西郊中学校 1,400 久居公民館 300 バ 桃園小学校 910

中勢用水中央管理事務所 60 久居総合福祉会館 610

櫛形小学校 1,170
三重県立久居高等学校
体育館 520 補 南が丘会館 160

櫛形市民館 50
北口文化会館
デイサービスセンター 15 補

学校法人セントヨゼフ女子学園

（第一体育館・第二体育館） 620

櫛形出張所 20 バ 戸木小学校 910 補 成美小学校 2,160

新町小学校 1,230 バ 片田出張所 30 誠之小学校 1,720
津市青少年野外活動セン
ター体育館 290 久居中学校 2,490

安濃小学校 620 補 アストプラザ 920
三重県立久居農林高等学校
体育館 780

安濃公民館 90 観音寺保育園 90 久居公民館 300

村主小学校 560
三重大学教育学部
附属小学校 1,330 久居総合福祉会館 610

村主公民館 80 安東小学校 770
三重県立久居高等学校
体育館 520

安東出張所 20
北口文化会館
デイサービスセンター 15

補 学校法人セントヨゼフ女子学園

（第一体育館・第二体育館） 620 西郊中学校 1,400 補 戸木小学校 910

補 豊里中学校 1,100 中勢用水中央管理事務所 60

大里出張所 30 新町小学校 1,230

大里小学校 860
津市青少年野外活動セン
ター体育館 290

補 高田短期大学 470 補 高茶屋小学校 1,940

補
南郊公民館（高茶屋出張
所） 90

補 三重県立津高等技術学校 210

補 久居東中学校 1,860

立成小学校 1,370

久居体育館 870

補 桃園小学校 910

※歩・・・徒歩移動　　バ・・・バス移送　　補・・・収容状況により移送する施設

南が丘中学校

南部
施設名

南郊中学校

高茶屋市民センター

中南部
施設名

津南防災コミュニティセンター

南が丘小学校

中北部
施設名

三重県総合文化センター

バ

第二広域避難施設
４３施設

（のべ７５施設）

北部
施設名

河芸公民館

河芸体育館

区分／エリア

第一広域避難施設
（８施設）

バ

バ

バ

バ

バ

補

補

補

補

補

バ

バ

補

補

補

補

バ
バ

バ

バ
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津波浸水予測地域内の指定避難所 

広域避難対象地域 

（第一広域避難施設） 
施設名 所在地 

北部 

（河芸公民館） 

（河芸体育館） 

白塚小学校 白塚町 4463 

志登茂川浄化センター 白塚町 1592 

朝陽中学校 河芸町上野 2010 

豊津小学校 河芸町一色 1680 

中北部 

（三重県総合文化センター） 

高田中・高等学校 一身田町 2843 

一身田中学校 一身田中野 880-1 

一身田公民館（一身田出張所） 一身田町 293-3 

一身田小学校 一身田大古曽 355 

三重短期大学 一身田中野 157 

栗真小学校 栗真中山町 452 

町屋会館 栗真町屋町 714-1 

三重県立国児学園 栗真町屋町 524 

北立誠小学校 江戸橋一丁目 30 

橋北中学校 桜橋二丁目 38-1 

南立誠小学校 桜橋二丁目 39 

神戸出張所 神戸 739-1 

神戸小学校 神戸 332-1 

西橋内中学校 東古河町 7-1 

養正小学校 丸之内養正町 14-1 

中央市民館 愛宕町 233 

贄崎地区防災コミュニティセンター 港町 1-23 

高洲町教育集会所 高洲町 15-30 

さくら児童館 中河原 2075 

東橋内中学校 中河原 356-2 

敬和小学校 中河原 445 

敬和公民館 寿町 21-22 
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中南部 

（津南防災コミュニティセンター） 

（南が丘小学校） 

（南が丘中学校） 

修成小学校 修成町 9-1 

三重県立津工業高等学校 半田 534 

阿漕塚記念館 柳山津興 632 

三重県立みえ夢学園高等学校 柳山津興 1239 

育生小学校 下弁財町津興 1350 

橋南中学校 上弁財町津興 2537-4 

三重県立聾学校 藤方 2304-2 

藤水小学校 藤方 1627 

藤水出張所 藤方 1491-2 

南部 

（南郊中学校） 

（高茶屋市民センター） 

雲出出張所 雲出本郷町 1388-1 

雲出小学校 雲出本郷町 1164 

雲出市民センター 雲出本郷町 1389 

雲出市民館 雲出島貫町 488-7 

殿木集会所 雲出島貫町 488-1 

津市防災物流施設 雲出伊倉津町 792-1 

香良洲小学校 香良洲町 2190ー1 

香海中学校 香良洲町 128 

香良洲公民館 香良洲町 1876ー1 

香良洲歴史資料館（若桜会館） 香良洲町 6320 

まつぼっくり作業所 香良洲町 5722 

香良洲体育館 香良洲町 3952ー90 

サンデルタ香良洲 香良洲町 2167 
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